
区分 No 研修テーマ・講師（所属先・氏名） 受講対象者 研修のねらい （目標） 開催日時 定員 申込期限

①

看護教員のためのChat GPT活用法
～業務効率×知的能力向上の両輪と、学生への実践的指導法～

講師：椙山女学園大学 看護学部  講師   永井翔 先生

①教員の業務における「効率化×知的能力向上」の両輪を実現できる使い方が理解できる。
②学生指導の軸（使用可能範囲／能力を伸ばす活用／禁止・注意点）を体系化し、レポート・
実習・卒業研究での指導方法が理解できる。
③学内ポリシー整備のためのAIリテラシーとリスク対応（情報の検証、著作権・引用、個人情
報・医療倫理、学校・施設ルール）が理解できる。

（※中堅教員向けの内容で企画をしています。）

８月8日（土）
10：00～16：00

40名

②

「上手な心の使い方」
～心のセルフケアを学び、心のゆとりを保とう～

講師：興道の里代表（仏教僧侶）　草薙龍瞬 先生

①自分の心の動きに気づき、それが管理職としての判断や組織の雰囲気にどのように影響
するのかを考えることができる。
②反応しない技術の基本を学び、組織内のコミュニケーションを安定させるヒントを得るこ
とができる。

（※熟達教員（教務主任）向けの内容で企画をしています。）

9月26日（土）
10：00～16：00

40名

③

看護教員としての心構えと学生への関わり方
ーさまざまな場面での教育的関わりをとおしてー

講師：元中部大学 生命健康科学部 保健看護学科 教授　堀井直子　先生

①看護学校や看護教育の特徴をふまえて、看護教員としての役割を理解する。
②さまざまな場面（講義・実習・学校生活など）での関わりを振り返り、看護教員としての自
分の心構えを明確にする。

（※新任・一人前教員向けの内容で企画をしています。）

11月７日（土）
10：00～16：00

40名

「授業づくりの“イロハ(きほん)”を学ぼう」
　第1回：授業を通して『教える私』を育てる

講師：呉共済病院看護専門学校 専任教員　陰山淑江 先生
　　　　演習指導者（数名）

県内の看護師等養成所教員のうち次の方
・専任教員養成講習会未受講者の方
・専任教員養成講習会未受講者以外の方で、テーマの内容について学び直したい方

※希望者が定員を超える場合は、未受講者の方を優先します。

＜周知先＞
県内の看護師等養成所・看護師５年課程

①看護基礎教育における授業の特徴についてわかる。
②看護を教えるとはどのような営みなのかがわかる。
③授業デザインの考え方に基づいた授業づくりがわかる。

第１回
7月25日（土）

9：00～16：00

「授業づくりの“イロハ(きほん)”を学ぼう」
　第2回：授業を通して『教える私』を育てる

講師：呉共済病院看護専門学校 専任教員　陰山淑江 先生
　　　　演習指導者（数名）

・第１回の参加者
①授業デザインからシラバス（単元構成）を考え、具体的な授業内容を考えることができる。
②看護基礎教育における授業評価や授業リフレクションの考え方がわかる。

第２回
　11月28日（土）
9：00～16：00

⑤

「いま、改めて看護とは何かを問う」
～令和の時代における看護の意味と価値を考える～

講師：甲南女子大学学長　看護リハビリテーション学部教授 　秋元典子 先生

「看護とは何か」という本質的な問いに立ち返り、現代の看護の意味と価値を再考すること
で、看護教育に携わる者としての基盤を深める。

6月20日（土）
10：00～16：00

70名

⑥
「看護に携わる人たちのウェルビーイング」
 ～幸せを実感できる教育を目指して～

講師：オフィスナースナレッジ代表　江口智子 先生（認定レジリエンス・トレーナー）

ポジティブ心理学の知見をもとに、ウェルビーイングを保ちながら学び続けるための考え方
と活用方法がわかる。

１０月２４日（土）
10：00～16：00

70名

　【申込方法】
　広島県看護協会ＨＰの2026年度 研修一覧  No.309から申込書（Excel表）をダウンロードし施設でまとめて記入してメールで送付

　＜送付先E-mail＞
　kensyu@nurse-hiroshima.or.jp　※申込書（Excel表）を添付してください。
　＜件名＞
　令和８年度 専任教員継続研修申し込み

　令和８年度 広島県専任教員継続研修　研修一覧
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・県内の看護師等養成所教員の方
・経験年数に関係なく希望するテーマの受講が可能

＜周知先＞
県内の看護師等養成所・看護師５年課程

令和８年５月20日（水）
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・県内の看護教員の方
・実習施設の実習に関わる指導者

＜周知先＞
県内の看護師等学校養成所（看護師等養成所、看護師５年課程、看護大学）
県内の医療機関（※実習指導者講習会案内に同封）
★各看護師等学校養成所から各実習施設への周知依頼も行う


